
業務手順書　一覧

庶務課 庶務係 1 郵便物の収受・送付 32-1231 R8.2.28見直し

2 郵便切手の管理 32-1231 R8.2.28見直し

文書法制係 1 公文書の取扱い 32-1234 R8.2.28見直し

2 伊東市情報公開条例に基づく情報公開事務 32-1234 R8.2.28見直し

3
個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情

報の開示請求
32-1234 R8.2.28見直し

4 法律相談業務委託 32-1234 R8.2.28作成

契約検査係 1 工事検査 32-1236 R8.2.28見直し

2 入札参加資格審査申請書受付 32-1236 R8.2.28見直し

3 指名競争入札に関すること 32-1236 R8.2.28修正

備考課（事務所・局）名 係名 № 業務・事務名 担当TEL

1



配布

郵便物の収集

郵便物を規格・数量ごとに仕分
けし発送する。県庁、東部総合
庁舎、熱海総合庁舎宛て郵便物
はまとめて発送する。

伊東市役所文書取
扱規程

料金後納郵便差出
簿

郵便物の発送

業務・事務の目的

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類関連部門 当該部門

特殊文書取扱簿即日

部 総務部 1

変
更
点

補足

【各課】受取り

【各課】差出し

仕分けした文書を各課の文書仕
分箱に配布する。

各課から郵便物を収集する。

課等

仕分け

業務・事務名庶務課 担当係名 庶務係 シート番号

書留郵便物は特殊文書取扱簿へ
記入する。

伊東市役所文書取
扱規程

郵便物の収受

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵

リスク

№

当日１６時まで

各担当課別に仕分けする。

伊東市　業務手順書

郵便物を適正に処理するため

郵便物の収受・送付

無当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考

㊵



郵便切手種別表に記入

リスク

№

郵便切手を適正に管理するため

郵便切手の購入

【各課】郵便切手の請求

【各課】郵便切手の返却

関連部門

郵便切手の払出し 即日

変
更
点

補足

毎月繰返し

郵便切手受払簿に購入した金種
と枚数を記入し、受け入れる。

郵便切手受払簿に金種と枚数を
記入し、払い出す。

払出し及び受入れは随時行う。購入は保有する郵便切手の残数が少ないときに行う。

毎月末に保有している郵便切手
の金種と枚数を確認する。当月
に受け払いした郵便切手の金額
を集計する。

保有する郵便切手の確認

集計金額と保有数が一致してい
ることを確認し、郵便切手種別
表に記入する。

部

当該部門

総務部 担当係名 庶務係

業務・事務の目的

事務・業務フロー
事務内容又は目的

課等 庶務課 シート番号 2

内包するリスク

郵便切手の受入れ 郵便切手受払簿に金種と枚数を
記入し、受け入れる。

郵便切手受払簿

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

即日

伊東市役所文書取
扱規程

事務手続に
要する期間

当初作成日 2019/12/20 見直し日

①、③、㊳、㊴

無

郵便切手の管理業務・事務名

伊東市　業務手順書

2026/2/28 見直しによる変更

③



上記照会から３月
下旬まで

歴史資料として保管

≪課長決裁≫
依頼文書

巡回指導　通知

ファイリングシステム推進委員
会委員及び庶務課職員による巡
回指導を行う。

伊東市ファイリン
グシステム推進委
員会設置規程

各課に巡回指導の日程を通知
し、立会いを依頼する。

公文書管理の適正かつ効率的な
運営を図るため、各部を基本と
した委員１人を充てる。

≪部長決裁≫
ファイリングシス
テム推進委員会委
員一覧表

申請

４月１日から４月
末日まで
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公文書の取扱い

公文書を適正かつ円滑に管理する。

無

≪課長決裁≫
文書取扱主任及び
文書取扱者一覧表

見直しによる変更

1 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20

部

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊹

リスク

№

総務部

変
更
点

【各課】文書取扱主任及び文
書取扱者の指定

完結文書の引継ぎについて手順
及び日程を通知する。

≪課長決裁≫
実施通知

４月当初完結文書の引継ぎについて　通知

課長の文書事務を補佐するため、各
課に文書取扱主任及び文書取扱者を
各１人置き、異動等があった場合は
庶務課長へ通知する。

伊東市役所文書取
扱規程

≪各課：課長決裁≫
文書取扱主任等指定
（異動）通知書

年度当初及び人事異
動等により文書取扱
主任又は文書取扱者
を新たに指定したと
き

文書取扱主任及び文書取扱者の集約

補足

伊東市役所文書取
扱規程

≪課長決裁≫
保存文書廃棄リス
ト

１月中旬

上記照会の文書を引き続き保存する
必要があると判断するときは、新た
な保存期間を定め、通知する。通知
を受けたときは、当該文書を引き続
き保存する。

伊東市役所文書取
扱規程

≪課長決裁≫
保存文書保存年限
変更申請書

上記照会から３月
下旬まで

保存年限の変更

保存期間を経過した文書を廃棄
する。

【各課】当年度の文書管理

伊東市役所文書取
扱規程

保存文書の廃棄

伊東市役所文書取
扱規程

作成又は取得した文書につい
て、仮ファイル基準表に基づ
き、整理及び保管をする。

伊東市役所文書取
扱規程

【各課】保存年限の見直し

保存期間を経過した文書につい
て当該文書の主管課長に照会す
る。

保存文書の廃棄確認について　通知

市史編さん主管課長に当該文書
を引き継ぐ。

一昨年度完結文書のうち、保存
すべきものを保存文書庫に引き
継ぐ。

伊東市役所文書取
扱規程

【各課】完結文書の引継ぎ

見直し日 2026/2/28

≪各課：課長決裁≫
ファイル基準表

課等 庶務課 担当係名 文書法制係 シート番号

【各課】巡回指導

各課に巡回指導の結果を通知す
る。

≪課長決裁≫
巡回指導結果表
順位表
点数表

巡回指導の結果について　報告

業務・事務の目的

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

ファイリングシステム推進委員会会議
ファイリングシステム運営方針
の決定

伊東市ファイリン
グシステム推進委
員会設置規程

【対象課】ファイリングシステ
ム推進委員会委員の推薦

ファイリングシステム推進委員会委員
の推薦依頼

ファイリングシステム推進委員会委員
の決定

伊東市ファイリン
グシステム推進委
員会設置規程
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当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

シート番号 2 業務・事務名 伊東市情報公開条例に基づく情報公開事務

業務・事務の目的 本市が保有する情報を公開することにより、公正で開かれた市政の運営を図り、もって市民の市政への参加の促進と信頼の確保に資するため

部 総務部 課等 庶務課 担当係名 文書法制係

内包するリスク ①、②、⑦、⑨、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊽

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
当該部門関連部門

【請求公文書所管課】
※以下「所管課」とする。

情報公開請求受付

やむを得ない理由によるとき
は、決定の期間を延長できる。
※請求のあった日の翌日から起
算して６０日を限度とする。

請求のあった日か
ら起算して１５日
以内

伊東市情報公開条
例、伊東市情報公
開条例施行規則

≪部長決裁≫
情報公開決定期間
延長通知書

②

【所管課】
決定の延長・通知

・請求書の不備の確認を行う。
・請求者から請求書を受領し、
請求を受付する。
・受付の際、対象となる情報の
特定に努める。

伊東市情報公開条
例、伊東市情報公
開条例施行規則

≪部長決裁≫
情報公開請求書

【所管課】
存否応答の判断

当該請求に係る情報の存否を回
答するだけで、本来非公開とす
べき情報を公開することとなる
場合は、存否応答を拒否するこ
とができる。

伊東市情報公開条
例、伊東市情報公
開条例施行規則

㊽

・請求内容及び対象の公文書を
精査し、請求に対する諾否の決
定を行う。
　※請求のあった日から起算し
て１５日以内
・存否応答を拒否する場合は不
開示決定し、その旨を理由とし
て付記すること。

請求のあった日か
ら起算して１５日
以内

伊東市情報公開条
例、伊東市情報公
開条例施行規則

≪部長決裁≫
情報公開（一部公
開・非公開）決定
通知書

②
㊽

【所管課】
請求に対する決定等の起案・決裁

・請求者へ決定通知書を送付す
る。
・手数料及び開示請求に係る写
し作成若しくは郵送費用につい
て請求者に案内する。

請求のあった日から
起算して１５日以内

伊東市情報公開条
例、伊東市情報公
開条例施行規則

【所管課】
決定通知書の発送

伊東市情報公開条
例、伊東市情報公開
条例施行規則

㊽

②
⑦
⑨
㊽

【所管課】
公文書の公開

【所管課】
一部公開決定及
び非公開決定

決定通知書に記載した公開日時
及び方法にて開示する。

審査請求書の記載事項を確認
し、不備があれば修正を依頼す
る。

行政不服審査法
≪副市長決裁≫
審査請求書

【所管課＝処分庁】
審査請求の受付

（審査庁）
・審査請求書の記載事項に不備があ
る場合は補正を命じる。
・補正できないことが明らかな場合
等は、この時点で却下する。
・審理員指名を行い、審査請求人に
審理員指名の通知を行う。
・却下事由に該当する場合は、却下
の裁決を行う。
・請求の全部を認容する場合は全部
認容の裁決を行う。
・審査会における審査が必要な場合
は、裁決案を作成し、諮問を行う。
・その他審査庁事務を行う。

（審理員）
・審査庁から審査請求書を受領後、
処分庁に対して、審査請求書の送付
及び弁明書の提出要求を行う。
・弁明書を審査請求人に送付し、反
論書の提出及び口頭意見陳述の申立
てが可能である旨を伝える。
・審査請求人に対し、反論書、意見
書の提出期限通知する。
・口頭意見陳述、証拠書類等の提出
期限の通知を行う。
・審理員意見書を作成し、審査庁に
提出する。

（処分庁）
・弁明書を作成する。

行政不服審査法
≪部長決裁≫
弁明書

諮問書の受領

【審査庁担当課】
審査請求に係る審査庁事務

【審理員】
審査請求に係る審理手続

審査会へ諮問書を提出する。 諮問書

諮問書に基づき、一部公開・非
公開・拒否決定の妥当性につい
て審査を行う。

行政不服審査法

要求

行政不服審査会の開催

提出

必要に応じて意見聴取等を行
う。

答申

【審査庁担当課】
意見聴取・資料提出

審査会が必要と認める場合は口
頭意見陳述を実施する。

行政不服審査法
【審査庁担当課・審査請求人】

口頭意見陳述への出席
口頭意見陳述の実施

審査会における審査の結果を答
申としてまとめ、実施機関へ送
付する。

行政不服審査法
≪審査会決定≫
答申書

【審査庁担当課】
裁決

裁決書の公表

【審査庁担当課】
・答申を尊重して裁決を行う。
・裁決書謄本を審査請求人に送付す
る。
【庶務課】
・裁決書を公表する。

行政不服審査法
≪副市長決裁≫
裁決書 ㊵



事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
当該部門関連部門

補足

変
更
点



㊵

㊽

②
㊵

②
㊽

㊽

伊東市　業務手順書

個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示請求

市民等に自己に関する個人情報の開示、訂正等の請求の権利を保障し基本的人権を擁護する民主的かつ公正な市政の運営を図るため

無

②

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

部 総務部

審査会へ諮問書を提出する。 諮問書諮問書の受領

諮問書に基づき、一部公開・非
公開・拒否決定の妥当性につい
て審査を行う。

行政不服審査法

【審査庁担当課】
審査請求に係る審査庁事務

【審理員】
審査請求に係る審理手続

審査請求書の記載事項を確認
し、不備があれば修正を依頼す
る。

個人情報の保護に
関する法律

≪副市長決裁≫
審査請求書

【所管課＝処分庁】
審査請求の受付

（審査庁）
・審査請求書の記載事項に不備があ
る場合は補正を命じる。
・補正できないことが明らかな場合
等は、この時点で却下する。
・審理員指名を行い、審査請求人に
審理員指名の通知を行う。
・却下事由に該当する場合は、却下
の裁決を行う。
・請求の全部を認容する場合は全部
認容の裁決を行う。
・審査会における審査が必要な場合
は、裁決案を作成し、諮問を行う。
・その他審査庁事務を行う。

（審理員）
・審査庁から審査請求書を受領後、
処分庁に対して、審査請求書の送付
及び弁明書の提出要求を行う。
・弁明書を審査請求人に送付し、反
論書の提出及び口頭意見陳述の申立
てが可能である旨を伝える。
・審査請求人に対し、反論書、意見
書の提出期限通知する。
・口頭意見陳述、証拠書類等の提出
期限の通知を行う。
・審理員意見書を作成し、審査庁に
提出する。

（処分庁）
・弁明書を作成する。

行政不服審査法
≪部長決裁≫
弁明書

訂正又は利用停止の決定をした
ときは、速やかに当該保有個人
情報の訂正又は利用停止をす
る。

個人情報の保護に
関する法律

【所管課】
保有個人情報の

訂正
又は利用停止

【訂正を実施した場合】
必要な場合、当該保有個人情報
の提供先に対し、その旨を書面
で通知する。

個人情報の保護に
関する法律

≪課長決裁≫
提供をしている保
有個人情報の訂正
決定通知書

【所管課】
外部提供先等へ

の通知

←部分開示・不開示とした場合

・請求者へ決定通知書を送付す
る。
・手数料及び開示請求に係る写
し作成若しくは郵送費用につい
て請求者に案内する。

個人情報の保護に
関する法律

【所管課】
決定通知書の発送

決定通知書に記載した公開日時
及び方法にて開示する。

個人情報の保護に関
する法律

【所管課】
保有個人情報の

開示

保有個人情報開示
請求、訂正及び利
用停止にあって
は、請求の日から
起算して３０日以
内

当該請求に係る個人情報の存否
を回答するだけで、本来不開示
とすべき情報を開示することと
なる場合は、存否応答を拒否す
ることができる。

個人情報の保護に
関する法律

【所管課】
存否応答の判断

・請求内容及び対象の公文書を精査
し、請求に対する諾否の決定を行
う。
　※請求のあった日から起算して３
０日以内・存否応答を拒否する場合
は不開示決定し、その旨を理由とし
て付記すること。

個人情報の保護に
関する法律

≪部長決裁≫
保有個人情報開示
（不開示／一部開
示）決定通知書、
保有個人情報訂
正・利用停止決定
通知書

【所管課】
請求に対する決定等の起案・決裁

保有個人情報開示
請求、訂正請求及
び利用停止にあっ
ては、請求の日か
ら起算して３０日
以内

開示の請求の
場合

訂正・利用停止
の請求の場合

・請求書の不備の確認を行う。
・請求者から請求書を受領し、請求
を受付する。
・受付の際、対象となる情報の特定
に努める。
・免許証等による本人確認を実施す
る。
・郵送請求、任意代理人にあって
は、本人確認書類の他に請求者が、
請求前３０日以内に取得した住民票
等の確認を実施する。

個人情報の保護に
関する法律

≪部長決裁≫
保有個人情報開示
請求書

訂正及び利用停止
請求については、
保有個人情報の開
示を受けた日から
９０日以内に請求
をしなければなら
い。

【当該個人情報所管課】
※以下「所管課」とする。

開示請求等受付

やむを得ない理由によるとき
は、決定の期間を延長できる。
※請求のあった日の翌日から起
算して６０日を限度とする。

個人情報の保護に
関する法律

≪部長決裁≫
保有個人情報開示
等決定期間延長通
知書

【所管課】
決定の延長・通知

保有個人情報開
示、訂正及び利用
停止にあっては、
請求の日から起算
して３０日以内

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

内包するリスク ①、②、㊳、㊵、㊸、㊽

リスク

№

課等 庶務課 担当係名 文書法制係 シート番号 3 業務・事務名

業務・事務の目的

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間関連部門 当該部門



関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間関連部門 当該部門

㊵

変
更
点

補足

【審査庁担当課】
・答申を尊重して裁決を行う。
・裁決書謄本を審査請求人に送付す
る。
【庶務課】
・裁決書を公表する。

行政不服審査法
≪副市長決裁≫
裁決書

【審査庁担当課】
裁決

裁決書の公表

審査会における審査の結果を答
申としてまとめ、実施機関へ送
付する。

行政不服審査法
≪審査会決定≫
答申書

答申

必要に応じて意見聴取等を行
う。

【審査庁担当課】
意見聴取・資料提出

審査会が必要と認める場合は口
頭意見陳述を実施する。

行政不服審査法
【審査庁担当課・審査請求人】

口頭意見陳述への出席

諮問書に基づき、一部公開・非
公開・拒否決定の妥当性につい
て審査を行う。

行政不服審査法

要求

行政不服審査会の開催

提出

口頭意見陳述の実施



　　

【会計課】
審査・支払

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

⑭
⑮

【委託業者】

補足

【来庁相談及び顧問弁護士委託契約に係る支出について】
・顧問弁護士報酬は、前期（１０月）、後期（翌年４月）の支払いとしているため、支払漏れのないよう留意する。
・来庁相談実施費用は、来庁相談実施時に請求書を徴求し支払いする。

【本契約以外の個別の相談案件に係る支出について】
個別の相談案件については、相談の都度請求書を徴求し支出処理する。

変
更
点

【委託業者】
法律相談業務実施

委託事業者が業務完了報告書を
作成、事業の完了を確認 請求兼領収書の受

領
↓
申請者への支払

２０日間

伊東市会計規則

・完了報告書
・請求書

㉖

【委託業者】
業務完了

請求書の受領

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

【各課・局】
年度間の相談実績・争訟案件

の報告
相談状況調の作成

事業の実施

前年度の来庁相談、争訟対応の
経過について集計する。

２週間程度
伊東市事務決裁規
程

≪課長決裁≫
相談状況調査実施
稟議

≪市長決裁≫
結果報告

年度当初
㊳
㊴

【委託業者】
契約書押印・返送

事業実施（契約締結）

契約書作成（起案決裁）

委託事業者押印の契約書一部を
受領（返送される）。

年度当初

㉔
㉕
㊵

㉒

【委託予定業者】
契約協議

契約協議・業務実施契約書等作成

課内決裁（兼庶務課合議）を経
て押印後、委託事業者へ送付

１週間程度
伊東市事務決裁規
程

≪課長決裁≫
業務委託事業実施
及び締結稟議

３月中旬

・法律相談業務委託に係る契約
書を作成
・業務実施費用は。旧弁護士報
酬等を勘案し協議の上決定

１週間～１か月 ３月上旬

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

業務・事務の目的 本市の行政事務事業の執行に当たり、発生する法律的な解釈や解決が求められる事案・専門的な法律知識をもって実施する例規立案等に対する指導及び助言を得る

部 総務部 課等 庶務課 担当係名 文書法制係

内包するリスク ⑭、⑮、㉒、㉔、㉕、㉖、㊳、㊴、㊵

伊東市　業務手順書

当初作成日 2026/2/28 見直し日 見直しによる変更

シート番号 4 業務・事務名 法律相談業務委託



当該事務の対象は、
　請負代金額が２００万円以上の工事、国庫補助の工事及び国庫交付金事業の工事である。（これ以外は、工事担当課が実施する。）

㊵

㊵

伊東市　業務手順書

建設工事、工事材料及び工事材料製造の厳正かつ適確な検査

工事検査

無

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵

リスク

№

伊東市建設工事執行
規則
伊東市建設工事検査
規程

≪課長決裁≫
工事検査認定通知書
工事完成認定書

変
更
点

補足

当初作成日 2019/12/20 見直し日

部

工事担当課長

受注者
実地検査の実施

設計図書との整合

 工事手直し命令箇所の検査

成績評定の実施
工事検査報告書・検査調書の作成

 工事手直し命令書の作成

工事担当課長

受注者

総務部 課等 庶務課

工事担当課長
（検査依頼書の作成）

検査依頼書の受理

業務・事務の目的

担当係名 契約検査係

受注者の意向を踏まえ担当監督
員と検査日時の調整
工種内容を確認し、検査員及び
立会人を決定する

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

評定結果を工事担当課長には認
定通知書により、受注者には完
成認定書により通知する

工事検査認定通知書の作成

2026/2/28 見直しによる変更

工事担当課長

 工事手直し確認書の受理工事手直し確認書の作成

受注者

 工事手直し通知書の作成

備考
関連部門 当該部門

シート番号 1 業務・事務名

通知書決裁後、通知の実施
提出された完成図書と設計図書
との整合を確認する

工事が適正に行われているのか
設計図書と工事により設置した
工作物等との整合を確認する

関連法令等

工事完成認定書の作成

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

検査の結果、設計図書の内容に
適合しない部分があると認める
とき、命令書、通知書により通
知する

確認書で報告のあった設計図書
の内容に適合しない（手直し）
部分の検査を行う

伊東市建設工事執行
規則
伊東市建設工事検査
規程

≪課長決裁≫
検査執行通知書

伊東市建設工事執行
規則
伊東市建設工事検査
規程

伊東市建設工事検査
規程

検査執行通知書の作成

工事成績として評定を行い、あ
わせて工事検査報告書、検査調
書を作成し市長に報告する

伊東市建設工事検査
規程

≪課長決裁≫
工事手直し命令書
工事手直し通知書

≪市長決裁≫
　5,000万円以上
≪副市長決裁≫
　2,000万円以上
≪部長決裁≫
　200万円以上
工事検査報告書等

伊東市建設工事検査
規程
静岡県建設工事検査
技術基準

依頼

検査日の調整、検査員の決定

通知

連絡

立会い

完成図書と設計図書との整合確認

不適合 適合

通知

通知

手直し完了確認

手直し完了申出

報告

適合 不適合

通知

通知

検査日の調整



見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

⑳

㊳

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑳、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

申請者 要領の配布

資格審査申請要領作成

広報いとう及び伊東市ホーム
ページに要領を掲載

当初作成日 2019/12/20

<定時受付>
建設工事・建設関
連業務
西暦奇数年の2/1か
ら2/21まで

物品製造等
西暦奇数年の1/11
から1/25まで

<追加受付>
建設工事・建設関
連業務、物品製造
等
西暦偶数年の2/1か
ら2/15まで

申請内容を精査し、右記要綱に
定めた資格を有しているか審査
を行う

伊東市建設工事等
の競争入札に参加
する者に必要な資
格

備考
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

変
更
点

受付～認定
６０日間

審査～決定
７日間

毎年実施入札参加資格者の格付審査

格付決定通知書を対象業者に通
知する

決定

業者管理システムに入力する

市内建設業者を対象に格付け２
業種について等級の格付けを行
い、指名委員会にて審査決定す
る

伊東市建設工事等
に係る入札事務取
扱規程

≪副市長決裁≫
格付指名業者一覧
表

申請書の記入漏れ、添付書類の
不足について確認を行い、受付
簿に記入し受付証を発行する

競争入札参加資格
審査台帳

申請書提出

申請の受付

補足

㊵

申請書類審査

資格者名簿資格の認定

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
関連部門 当該部門

シート番号 2 業務・事務名

業務・事務の目的

部 総務部 課等 庶務課 担当係名 契約検査係

事務・業務フロー

伊東市の入札に参加しようとする者について、入札参加資格を有しているか審査し業者登録を行う。

入札参加資格審査申請書受付

建設工事・建設関連業務、物品
製造等についてそれぞれ要領を
作成

伊東市建設工事等
の競争入札に参加
する者に必要な資
格

《課長決裁》
資格審査申請要領



伊東市　業務手順書

当初作成日 2025/2/28 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 有

シート番号 3 業務・事務名 指名競争入札に関すること

業務・事務の目的 建設工事・建設工事関連業務委託における指名競争入札による契約事務

部 総務部 課等 庶務課 担当係名 契約検査係

内包するリスク ①、⑰、⑱、⑲、⑳、㉓、㉔、㉕、㊳、㊴、㊵、㊷

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

工事担当課から入札担当課に対し、
入札執行及び契約締結の依頼

受理から指名業者通
知まで１０日程度

低入札調査基準価格
最低制限価格の設定

工事担当課
(契約について(依頼))

契約依頼の受理

入札に付するに当たり設計図書等必
要書類の確認

伊東市事務決裁規程 ㊷審査

入札執行前に作成、封緘して開札ま
で保管する

伊東市契約規則
伊東市事務決裁規程

入札予定価格作成

低入札調査基準価格算出書
最低制限価格算出書

伊東市契約規則
伊東市建設工事に係る低入
札価格調査制度に関する要
綱
伊東市建設関連業務委託に
係る最低制限価格制度に関
する要綱

㉓

⑰
⑱
㉓

入札参加資格確認通知
指名業者通知

入札参加資格委員会
指名委員会

入札参加資格の選定
指名業者の選定

入札参加資格保有者へ入札参加資格
確認通知を発出
指名業者へ入札指名の通知を発出

⑲

⑳

予定価格
3,000万円以上　12者
1,000万円以上～3,000万円未満　10者
1,000万円未満　8者
以上の選定を行う。

７日程度

伊東市建設工事執行規
則
伊東市建設工事等に係
る入札事務取扱規程

低入札調査 入札

入札結果の報告 伊東市事務決裁規程

伊東市建設工事等に係る入札事務取
扱規程により入札執行を行う。
低入札調査基準価格を下回る入札に
ついては低入札価格調査を行う。

１日
（低入札調査につい
ては７日程度）

伊東市建設工事等に係る入
札事務取扱規程
伊東市建設工事に係る低入
札価格調査制度に関する要
綱
伊東市低入札価格調査事務
取扱要領

低入札価格審査委員会 決裁

落札者に落札決定通知を発行し
入札結果を公表

伊東市契約規則
伊東市建設工事等に
係る入札事務取扱規
程

落札通知書
入札執行表入札結果の公表 落札決定通知

落札の通知を受けた日から起算して
５日以内に契約を締結

５日以内 伊東市契約規則契約

補足

変
更
点

令和７年度より制限付き一般競争入札を主な入札方式として採用したことに伴う、業務名の変更

㉔
㉕

依頼

3,000万円以上


